
 
          

                               
 
                                

                                 

 
 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      例えば、美容整形は病気の治療ではないので、保険 

                     では認められません。歯科での歯の詰め物は、保険で

認められているものより良い材質のものを使う場合

も自由診療となります。保険診療では必要最低限の診

療を受ける権利のようなもので、人より良い医療を受

けることは制限されているのです。 

                      漢方治療の多くは保険で行えますが、病名ごとに使

える漢方薬が保険診療では制限されているため、各個

人の体質や病気の状態に合わせたきめの細かい診療

を行おうとすると保険診療は馴染みません。そのため

漢方診療を専門に行っている所は、自費診療が多くな

っています。 

                      日本で未認可の医薬品や、保険適応疾患以外の医薬

品の使用も、自由診療なら可能になります。 
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 通   信 

保険診療は、健康保険が適用になる通常の治療のことです。

保険診療には、「保険が利く範囲」があり、病気ごとに検査

内容や使用できる薬などが決まっています。 

(７割各種健康保険制度から)

3 割患者一部負担

 

             

 

 

 保険診療は、自己負担の金額が少ないため、ちょっとした病気や体の不調でも病院にかかれるよう

になり、だれでも自由に病院を選べることから大病院志向になって患者が一ケ所に集まって「3 時間

待ちの 3 分診療」と言われるほど、待ち時間が長くなってアクセスが良くなったとは決して言えませ

ん。 

 さらに重要な事は、医師は１人当たりの診療時間が短く制限されるため、十分な診察、説明や納得

の行く治療満足が受けられないという患者側の不満も出てきます。今の保険制度では、一人に 3 分間

の診察でも、1 時間の診察でも診察料は同じです。時間をかけて丁寧な診察と十分な説明をしたくて

も、保険診療のもとでは一人の患者さんに長く時間をかけると経営困難になってしまいます。    

保険診療＝制限診療なのです。 

 

  

  

自由診療にすることにより、患者さんの経済的負担は多少大きくなりますが、 

① 1）十分な時間をかけて診療ができる、2）保険で認められない治療を自由に提供できる、3）患

者さんの利便性が高まる、といったより質の高い、「患者中心」の医療が実現できるメリットがあ

ります。 

② 医療格差 

お金を持っている人は最高の医療を受けることができますが、お金を持っていない人は自分の支

払える範囲の治療しか受けることができません。民間の医療保険やがん保険に加入していれば良

いですが、加入していない人は高額の医療費を払い続けることは難しいでしょう。 

 

 

 厚生労働省が定める「高度な医療技術を用いた治療」のことで健康保険等の適用が認められている

技術のことです。 

 例 総医療費 100 万円うち先進医療が 20 万円(70 歳未満)        

 

 

 

高額医療費控除 
報酬月額が 28～50 万円の人

80,100＋ (80 万円－267,000)×

1％＝85,430 円 

医療費の自己負担額 

20 万円＋85,430 円＝285,430 円


